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○審議事項

令和３年度維持運営計画について

第３種漁港である舞阪漁港において、安全かつ適正な管理運営を図り、もっ

て漁業の拠点漁港としての機能を果たすため、静岡県漁港管理条例第３条第１

項の規定に基づき、令和３年度の維持運営計画を次のとおり定める。

１ 漁港施設の利用

（１）岸壁及び物揚場施設

舞阪漁港については、漁獲物の陸揚げ又は出漁準備のための船積み等に関

する岸壁及び物揚場の利用、その他必要な事項については、関係者の意見を

徴し運営する。

一般貨物の陸揚及び船積については、漁船の利用を阻害しない範囲におい

て利用させることとし、給油船については、第１船溜西側の準備用物揚場を

使用させる。

（２）船揚場施設

玄斉堀船揚場については、主として５トン未満の動力船及び無動力船を収

容する。

２ 漁港の保全のための陸域指定

「漁港区域内の陸域で、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地

の掘削をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない」とする静

岡県漁港管理条例第５条の規定による区域指定について、漁港施設背後地の

現況等からみて特に必要とは認められないので、当分の間指定を行わない。

３ 利用届及び入出港届の受理

静岡県漁港管理条例第 10 条及び第 18 条の規定に基づく漁港施設の利用又

は入出港の届出書類は、県との漁港施設利用等徴収事務委託契約により、浜

名漁業協同組合が県に代わって受理する。

受理した利用届については、別に定める様式に基づき１か月ごとに集計表

（利用者別）を作成、また入出港届についても、１か月ごとの届出書をとり

まとめ、翌月の 10 日までに県に提出する。
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４ 利用料等の徴収

漁港施設の利用等の徴収事務については、地方自治法施行令第 158 条第１

項の規定に基づき、県と浜名漁業協同組合との間において委託契約を締結す

る。この委託契約に基づき、浜名漁業協同組合は同契約要領の定めるところ

により利用者から料金（県の定める占用料は除く。）を徴収のうえ、翌月 15

日までに県の指定する金融機関に払込をする。その他詳細事項に関する取扱

については、同委託契約等に定めるところにより浜名漁業協同組合が処理す

る。

５ 上記以外の運営方法

上記以外の運営方法については、必要な都度、関係者の意見を徴して決定

する。

６ 令和３年度舞阪漁港関係事業計画

（令和２年度繰越分を含まない） （単位；千円）

事 業 名 事業費 工 事 概 要

水産流通基盤整備事業（補助） ６６，１５０ 浜表護岸（鋼矢板式護岸工）

水産物供給基盤機能保全（補助） １５１，２００ 玄齋堀物揚場Ａ（物揚場改良工）

県単漁港維持修繕 １，０００ 防舷材取替

漁港関係事業推進費 ３，１００ 点検・調査（第1舞阪船溜物揚場）

計 ２２１，４５０

漁港施設利用料等徴収事務委託 ４７ 浜名漁業協同組合への委託

計 ４７

合 計 ２２１，４９７


